
米軍人による強制わいせつ致傷事件に関する抗議決議

去る８月18日午前４時30分ごろ、那覇市内において、在沖米海兵隊員による

強制わいせつ致傷事件が発生し、県民に強い衝撃と大きな不安を与えている。

女性に対する強制わいせつは、肉体的、精神的苦痛を与えるだけではなく、

人間としての尊厳をじゅうりんする極めて悪質な犯罪である。

また、当該事件は、人通りの少ない早朝に行われ、背後から引き倒す等、手

口も卑劣きわまりないものである。

復帰後の米軍構成員等による犯罪件数は、平成23年12月末時点で5747件にも

上る。

本県議会は、これまで米軍人・軍属等による事件・事故が発生するたびに綱

紀粛正、再発防止及び関係者への教育等を徹底するよう米軍等に強く申し入れ

てきたところであるが、それにもかかわらず、今回、またもやこのような事件

が発生したことに対し激しい憤りを禁じ得ない。

なお、平成22年６月に在日米軍沖縄地域調整官が、米軍の事件・事故を減少

させるための新たな措置を発表したが、それ以降も事件が頻発していることを

考えると、その効果、関係者の再発防止への取り組み、軍人への教育のあり方

等に疑問を抱かざるを得ない。

よって、本県議会は、県民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件

に対し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要

求する。

記

１ 被害者及び家族への謝罪及び完全な補償を行うこと。

２ 米軍人・軍属等の綱紀粛正及び人権教育に関する見直しを再度行い、その

内容を県民に公表するとともに、その効果や実施状況等についても、今後は

定期的に県民に公表すること。

３ 日米地位協定の抜本的な見直しを行うとともに、基地の整理・縮小を促進

すること。

上記のとおり決議する。
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